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福島県後期高齢者
歯科口腔健康診査受診

のお知らせ
　福島県後期高齢者医療広域連合では、以下の内容で、歯科口腔健康診査を実施します。歯や口腔の機能が
低下すると、今までどおりの食事や会話が出来なくなるなど、健康に大きな影響を与えます。
　健診費用は無料ですので、ぜひこの機会に受診ください。
　対象者の方には福島県後期高齢者医療広域連合より案内状兼受診券等を5月下旬に送付しております。

１　対 象 者　令和7年度（2025年）中に75歳または80歳になった方
75歳（昭和25年4月1日から昭和26年3月31日までに生まれた方）
80歳（昭和20年4月1日から昭和21年3月31日までに生まれた方）
※長期入院者や施設入所者は対象外です

２　健診期間　令和8年6月1日（月）から11月30日（月）まで

３　健診内容　①問　　　診
②口腔内診査
　（歯（義歯）の状態、噛み合わせの状態、歯周組織の状況、口腔衛生状態）
③口腔機能内検査
　（嚥下（飲み込み）の機能、舌・口唇機能、口腔乾燥）

４　受診方法　案内状兼受診券等に同封している、実施医療機関一覧に掲載している歯科医院に直接
　　　　　　　予約し、受診してください。

５　当日の持ち物　受診券、マイナンバーカード（資格確認書）

６　お問い合わせ先　
　　株式会社エスプールグローカル　　　0120－949－318
　　午前8時30分～午後4時30分（健診期間中の土・日・祝日は除く）

～８０２０運動をご存じですか？～
8020運動は「80歳になっても、自分の歯を20本以上持とう」という運動です。
歯周病などによるお口の状態の悪化が、認知症をはじめとした、さまざまな病気
に影響しています。
ぜひこの機会に健診を受診し、ご自身のお口の状態を確認しましょう。
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介護保険は介護を社会全体で支える制度であり、
保険料はこの制度を支える大切な財源です

　65歳以上の方（第１号被保険者）の介護保険料は所得や住民税課税状況によって決定し（表参照）、納め方は納付
書や口座振替で納める普通徴収と年金からの差し引きで納める特別徴収に分かれます。介護保険料額のお知らせは
７月中旬頃に発送します。

◎普通徴収……７月中旬送付の納付書により納めます。納め忘れを防ぐため、口座振替の利用をお勧めします。
○普通徴収の対象となる方は、年金の年額が18万円未満または受給していない方、4月1日の時点

で年金を受けていない方、令和８年度中に65歳になる方などです。
◎特別徴収……年金支給月（偶数月）に年金からの差し引きによる納付となります。

■段階別保険料

所得段階 区　　　　　　　　分 保険料年額

第1段階
（基準額×0.285）

生活保護受給者、又は世帯全員が村民税非課税で老齢福祉年金の受給者、若しくは
本人及び世帯全員が村民税非課税で、合計所得金額と課税年金収入金額との合計
が82.65万円以下である者

21,890円 

第2段階
（基準額×0.485）

本人及び世帯全員が村民税非課税で、合計所得金額と課税年金収入金額との合計
が82.65万円を超え120万円以下である者 37,250円

第3段階
（基準額×0.685）

本人及び世帯全員が村民税非課税で、合計所得金額と課税年金収入金額との合計
が120万円を超える者 52,610円

第4段階
（基準額×0.90）

村民税課税世帯で本人が村民税非課税の者で、合計所得金額と課税年金収入金額
との合計が82.65万円以下である者 69,120円

第5段階（基準額）
（基準額×1.00） 村民税課税世帯で本人が村民税非課税の者で、第４段階以外の者 76,800円

第6段階
（基準額×1.20） 本人が村民税課税者で、合計所得金額が120万円未満の者 92,160円

第7段階
（基準額×1.30） 本人が村民税課税者で、合計所得金額が120万円以上210万円未満の者 99,840円

第8段階
（基準額×1.50） 本人が村民税課税者で、合計所得金額が210万円以上320万円以未満の者 115,200円

第9段階
（基準額×1.70） 本人が村民税課税者で、合計所得金額が320万円以上420万円以未満の者 130,560円

第10段階
（基準額×1.90） 本人が村民税課税者で、合計所得金額が420万円以上520万円以未満の者 145,920円

第11段階
（基準額×2.10） 本人が村民税課税者で、合計所得金額が520万円以上620万円以未満の者 161,280円

第12段階
（基準額×2.30） 本人が村民税課税者で、合計所得金額が620万円以上720万円以未満の者 176,640円

第13段階
（基準額×2.40） 本人が村民税課税者で、合計所得金額が720万円以上の者 184,320円

※納期限については納付書納期限をご確認ください。

令和8年度 介護保険料の納付について

健康福祉課　☎55-3119
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